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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被験者の呼吸努力を決定及び/又は監視するための装置において、
　前記被験者の少なくとも１つの位置を示す姿勢信号、前記被験者の呼吸周期を示す呼吸
信号及び前記被験者の神経活動を示す筋電図信号を受信するための受信ユニット、並びに
　前記受信した姿勢信号が前記被験者の少なくとも１つの位置の特定の位置を示している
とき、及び前記受信した呼吸信号が前記被験者の呼吸周期の特定の段階を示しているとき
に基づいて、前記受信した筋電図信号の解析及び解釈の少なくとも一方から前記被験者の
呼吸努力を決定するための筋電図信号を決定し、前記決定した筋電図信号に基づいて前記
呼吸努力を得るための処理ユニット、
を有する装置。
【請求項２】
　前記被験者の前記姿勢信号及び前記被験者の前記呼吸信号を測定するための加速度計セ
ンサをさらに有する、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記被験者の前記筋電図信号を測定するための筋電図パッチをさらに有する請求項２に
記載の装置。
【請求項４】
　前記筋電図パッチは防水である請求項３に記載の装置。
【請求項５】
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　複数の前記筋電図パッチが使用される請求項３に記載の装置。
【請求項６】
　前記受信ユニットはさらに、前記被験者の運動信号を受信するために配され、前記処理
ユニットはさらに、前記運動信号に基づいて前記筋電図信号を決定するように構成される
、請求項１に記載の装置。
【請求項７】
　前記受信ユニットはさらに、心拍信号を受信するために配され、前記処理ユニットはさ
らに、前記心拍信号に基づいて前記決定した筋電図信号を修正し、前記修正された前記決
定した筋電図信号に基づいて前記呼吸努力を得るように構成される、請求項１に記載の装
置。
【請求項８】
　表示ユニットをさらに有し、前記表示ユニットは、地面に対し垂直な軸に対する前記被
験者の位置を示すことにより、前記被験者の前記姿勢信号を示すように構成される請求項
１に記載の装置。
【請求項９】
　被験者の呼吸努力を決定及び/又は監視するための方法において、
　前記被験者の少なくとも１つの位置を示す姿勢信号、前記被験者の呼吸周期を示す呼吸
信号及び前記被験者の神経活動を示す筋電図信号を受信するステップ、
　前記姿勢信号が前記被験者の少なくとも１つの位置の特定の位置を示しているとき、及
び前記呼吸信号が前記被験者の呼吸周期の特定の段階を示しているときに基づいて、前記
受信した筋電図信号の解析及び解釈の少なくとも一方から前記被験者の呼吸努力を決定す
るための筋電図信号を決定するステップ、並びに
　前記決定した筋電図信号に基づいて前記呼吸努力を得るステップ
を有する方法。
【請求項１０】
　前記被験者の運動信号を受信するステップをさらに有し、前記筋電図信号を決定するス
テップはさらに、前記運動信号に基づいている、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　心拍信号を受信するステップ、並びに前記心拍信号に基づいて前記決定した筋電図信号
を修正し、前記修正された前記決定した筋電図信号に基づいて前記呼吸努力を得るステッ
プ、を有する請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　前記呼吸信号が前記被験者の吸気を示し、前記姿勢信号が地面に対し垂直な軸に対する
前記被験者の特定の位置を示す場合、前記筋電図信号が決定される、請求項９に記載の方
法。
【請求項１３】
　前記方法は、呼吸器疾患を監視するためである請求項９に記載の方法。
【請求項１４】
　コンピュータプログラムがコンピュータ又は処理器上で実行されるとき、請求項９に記
載の方法のステップを、前記コンピュータ又は前記処理器に実行させるプログラムコード
手段を有するコンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被験者の呼吸努力を決定及び/又は監視するための装置並びに方法に関する
。本発明はさらに、筋電図（ＥＭＧ）パッチにも関する。本発明は特に、ＥＭＧを用いた
呼吸努力の測定のロバスト性を向上させるために、被験者の姿勢信号、呼吸信号及び筋電
図信号に基づいて、前記被験者の呼吸努力を決定及び/又は監視するための呼吸筋の活動
の測定に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　呼吸努力の検出は、慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）及び喘息を含む多数の疾患を評価並
びに監視するのに重要である。呼吸努力は、心電図の使用を含む多数の装置により測定さ
れる。
【０００３】
　例えばＣＯＰＤ又は他の呼吸器疾患を患う患者において、呼吸筋の活動の評価は、呼吸
筋の負荷と呼吸筋の能力との間におけるバランスのインジケータとして、患者の呼吸努力
の強さ、タイミング及び期間を推定するのに有用である。義務を負う(obligate)の呼吸筋
からのＥＭＧ活動は、神経性呼吸ドライブ（ＮＲＤ）に関する。ＣＯＰＤ患者において、
急性増悪中に観測されるような肺過膨張の増大中に、呼吸筋の負荷と能力との間のバラン
スが変化し、これが前記神経性呼吸ドライブに反映される（能力が減少及び/又は負荷が
増大し、ＮＲＤの増大となる）。
【０００４】
　呼吸筋のＥＭＧは、複数の日数にわたり多数の測定が行われるとき、ＣＯＰＤ患者の毎
日の悪化／改善のインジケータとして、及び退院後の病院への再入院の予測としても使用
される。
【０００５】
　米国特許公開番号US 2013/0310699 A1は、神経性呼吸ドライブを測定することを含む、
患者を監視する方法を開示している。ＥＭＧは、休んでいる安静呼吸中に解析され、各吸
気に対し修正された又は二乗平均平方根のＥＭＧのトレースのピーク値が推定される。
【０００６】
　米国特許公開番号US 2006/0282131は、呼吸を検知及び制御するシステムを開示してい
る。このシステムは、中枢性呼吸器疾患の出現を検知するために、生理学的パラメタを監
視するのに適応する。このシステムは、埋め込み可能な医療装置、少なくとも１つのリー
ド線及び少なくとも１つのセンサを含む。
【０００７】
　米国特許公開番号US 2013/0116520は、生体信号を監視するための半使い捨て可能であ
る着用可能な電子パッチを開示している。このパッチは、例えばＥＭＧ信号のような様々
な生体電位信号を提供する加速度計及び増幅器を含む。
【０００８】
　米国特許公開番号US 2014/0276167は、運動による呼吸努力を監視するための例えばマ
イク及び加速度計を持つパッチを開示している。例えば異常検出のための電気及び神経信
号を取り込むマイクロ電極アレイのような他のセンサがパッチ上に置かれてもよい。
【０００９】
　主な現実的な問題は依然として、ＥＭＧの測定が低品位の再検査信頼性を持つという事
実にある。同一人物であり、異なる時間に得られるＥＭＧの測定値は、ＥＭＧ特性を悪く
する及び臨床的解釈を混乱させる様々な原因による個人内変動による影響を依然として受
ける。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、被験者の呼吸努力を決定及び/又は監視するための現在の装置の上述した欠
点の克服に取り組んでいる。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　特に、本発明の目的は、被験者の呼吸努力を決定及び/又は監視するためのより簡単で
、より正確で、及びより効率的な装置並びに方法を提供することである。本発明のもう１
つの目的は、操作が簡単である、被験者の呼吸努力を決定及び/又は監視するための装置
を提供することである。さらにもう１つの目的は、ユーザの邪魔をしない、被験者の呼吸
努力を決定及び/又は監視するための装置を提供することにある。さらにもう１つの目的
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は、被験者の呼吸努力を決定及び/又は監視するための装置、並びに呼吸努力のトレンド
値を示す夫々の方法を提供することである。
【００１２】
　本発明の第１の態様において、被験者の呼吸努力を決定及び/又は監視するための装置
が提供される。この装置は、被験者の姿勢信号、被験者の呼吸信号及び被験者の筋電図信
号を受信するための受信ユニット、並びに受信した姿勢信号及び受信した呼吸信号に基づ
いて、筋電図信号を決定し、前記決定した筋電図信号に基づいて呼吸努力を得るための処
理ユニットを有する。
【００１３】
　本発明の他の態様において、被験者の呼吸努力を決定及び/又は監視するための方法が
提供される。この方法は、被験者の姿勢信号、被験者の呼吸信号及び被験者の筋電図信号
を受信するステップ、受信した姿勢信号及び受信した呼吸信号に基づいて、筋電図信号を
決定及び/又は監視するステップ、並びに前記決定した筋電図信号に基づいて呼吸努力を
得るステップを有する。
【００１４】
　本発明のさらに他の態様において、コンピュータプログラムがコンピュータ又は処理器
において実施されるとき、本明細書に開示される方法のステップを前記コンピュータ又は
前記処理器に行わせるためのプログラムコード手段を有するコンピュータプログラム、並
びに処理器により実施されるとき、本明細書に開示される方法が行われるコンピュータプ
ログラムプロダクトを記憶する非一時的なコンピュータ読取可能な記録媒体を提供する。
【００１５】
　本発明の好ましい実施例は、従属請求項に規定される。請求される方法、コンピュータ
プログラム及び媒体は、請求される装置と及び従属請求項に規定されるのと類似及び/又
は同一の好ましい実施例を持つことを理解すべきである。
【００１６】
　本発明は故に、被験者の姿勢信号、呼吸信号及びＥＭＧ信号を同時に用いることにより
上述した欠点を克服している。ＥＭＧ信号は、従来のＥＭＧ電極パッチを用いることによ
り測定されてもよい。被験者の姿勢信号及び呼吸信号は、例えば加速度計を用いることに
より決定されてもよい。
【００１７】
　好ましくは、ＥＭＧ電極パッチの内部にある内蔵型の３軸加速度計が使用される。これ
は、ＥＭＧ電極パッチの位置に対応する姿勢信号及び呼吸信号を供給する。特に、姿勢信
号は、繰り返し、例えば毎日、被験者の正確及び再現可能な位置決めを提供する。筋肉の
異なる張り及び故に臨床的解釈を悪くするＥＭＧ信号の特性の（呼吸に関係ない）変化に
至る異なる姿勢が避けられる。加えて、呼吸信号は、筋肉の吸気活動と筋肉の呼気活動と
を区別するのに使用されてもよい。呼吸努力を評価するために、吸気筋肉の活動が特に重
要であるため、呼吸信号は、呼吸周期内の特定の相、例えば吸気を示すために用いられて
もよい。
【００１８】
　筋電図信号は、正しい（受信した）姿勢信号及び正しい（受信した）呼吸信号に基づい
て決定される。正しい姿勢信号及び正しい呼吸信号は、呼吸努力を決定及び/又は監視す
るために、呼吸周期を用いて被験者が正しい姿勢及び/又は正しい点／間隔を持つことを
反映している。加えて又はその代わりに、正しい姿勢信号及び正しい呼吸信号は、繰り返
される測定に対し、呼吸周期を用いて被験者が本質的に同じ姿勢及び/又は本質的に同じ
地点／間隔を持つことを示してもよい。呼吸努力は、決定したＥＭＧ信号に基づいて得ら
れてもよい。好ましくは、ＥＭＧ信号は、姿勢信号及び呼吸信号に関係なく測定／決定さ
れ、この姿勢及び呼吸信号は、呼吸努力の測定値を計算するのに使用される、すなわち、
姿勢信号及び呼吸信号を使用してＥＭＧ信号が解析／解釈される。
【００１９】
　ＥＭＧ信号はさらに、被験者内及び被験者間の両方のばらつきを減らすために正規化さ
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れる。正規化は、（例えば信号の振幅を変え得る電極の配置又は皮膚電極の接触品質の違
いのような）毎日の起こり得る測定設定の違いを吸収するのを助けるだけでなく、（例え
ば信号の振幅も変え得る皮下脂肪の分布の違いのような）個人差に対し信号をスケーリン
グもする。通例、ＥＭＧは、既知のレベルにある最大又は最大下(submaximal)努力に正規
化される。例えば、ピーク値のＥＭＧは最大吸気運動又は吸引(sniff)運動に対し正規化
される。次いで、それは吸引運動中に得られるピーク値のＥＭＧのパーセンテージとして
表される。この値は、神経性呼吸ドライブ（ＮＲＤ）の正規化値と呼ばれる。呼吸数によ
って乗算されるとき、それは神経性呼吸ドライブ指数（ＮＲＤＩ）として報告される。こ
れらの測定値は、悪化／改善のインジケータとして使用されることができる。その代わり
に、ＥＭＧ活動率の対数（logEMGAR）も報告される、つまり呼吸しきい負荷（最大下努力
）中のＥＭＧ活動が基線（呼吸負荷無し）に対し正規化されるか、運動中のＥＭＧ活動が
休憩時の静かな呼吸中のＥＭＧ活動に対し正規化されるか何れか一方である。
【００２０】
　代わりに、複数のＥＭＧ信号が受信ユニットにより受信され、受信した姿勢信号及び受
信した呼吸信号に応じて、心電図信号が前記複数のＥＭＧ信号から選択されてもよい。故
に、誤った姿勢及び/又は誤った呼吸状態において得られた筋電図信号は処分され、正し
い姿勢及び/又は正しい呼吸状態を反映しているＥＭＧ信号だけが得られる。従って、前
記装置は、被験者の姿勢信号、被験者の呼吸信号及び被験者の複数の筋電図信号を受信す
るための受信ユニット、並びに受信した姿勢信号及び受信した呼吸信号に基づいて筋電図
信号を決定し、決定した筋電図信号に基づいて呼吸努力を得るための処理ユニットを有す
る。
【００２１】
　ＥＭＧ信号は、好ましくは第２肋間において患者の胸骨に対し対称的に置かれる例えば
２つのＥＭＧ電極を用いることにより測定されてもよい。さらに、身体上の電気的に中性
な位置、例えば骨に置かれる接地電極が、２つのＥＭＧ電極間の差分信号を得るのに使用
されてもよい。好ましくは、ＥＭＧ信号は、（すなわち、胸骨の中心から左右の）第２肋
間の傍胸骨筋から得られる。しかしながら、電極は、第２肋間の傍胸骨筋に対して置かれ
る必要はないが、例えば被験者の横隔膜又は斜角筋を含む被験者の他の場所に置かれてよ
いことが分かっている。２つの、任意で使い捨てのＥＭＧ電極が単一のセンサパッチに結
合される、好ましくは取り付けられ得る。呼吸努力は、吸気相の間に２つのＥＭＧ電極間
にかかる測定される電圧から得られる。被験者の胸部上の上述した位置における２つの電
極を備える単一のパッチ又は各々１つの電極を備える２つのパッチの使用は、呼吸努力の
繰り返しの、例えば毎日の評価に対するロバストな測定を示すことが分かる。ＥＭＧ電極
により測定される電圧は、（呼吸信号を考慮することにより修正される）呼吸の深さ及び
呼吸数によってだけでなく、呼吸に関係ない何らかの筋肉活動、例えば一般的に被験者の
体の動き及び被験者の姿勢によっても影響される。これらの問題は、ＥＭＧ測定パッチの
内部にある加速度計を導入する、すなわち被験者の姿勢信号、呼吸信号及び筋電図信号に
同時に基づいて被験者の呼吸努力を決定及び/又は監視することにより取り組まれてよい
ことも分かる。
【００２２】
　非筋肉因子によるＥＭＧ信号のばらつきは好ましくは、
i）繰り返される測定に対し同じ電極及び増幅器（すなわち同じ信号調整パラメタ）を使
用すること、
ii)皮膚電極の接触品質に関する整合性を保証すること、並びに
iii)連続する記録セッションにおいて同じ皮膚位置の上に電極を置くこと
の少なくとも１つを用いて減らされる。
【００２３】
　姿勢信号及び呼吸信号を決定及び/又は監視することは必ずしも１つ以上の加速度計の
使用を必要としないことが分かっている。加えて又はその代わりに、姿勢信号及び呼吸信
号は別々の方法で入手されてもよい。
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【００２４】
　姿勢信号及び呼吸信号は、例えばカメラにより入力されてもよい。カメラが被験者の姿
勢及び呼吸運動を決定及び/又は監視してもよい。正しい姿勢並びに正しい呼吸相及び呼
吸数を決定するように構成される評価ユニットはさらに、それらの値を提案される装置に
転送するように構成されてもよい。代わりに、前記カメラが被験者の正しい姿勢を決定及
び/又は監視するのにだけ使用されるのに対し、呼吸数は、別の方法で例えば筋電図によ
り決定及び/又は監視される。呼吸信号はさらに、例えば呼吸バンド(respi-band)、圧差
センサを備える鼻カニューレ等のような如何なる最新式の装置を用いて決定及び/又は監
視されてもよい。
【００２５】
　前記方法は、被験者、例えば被験者の胸部に置かれる加速度計を有する、２つの電極を
持つ１つの電極パッチ又は２つの電極パッチを置くことにより実行される。最初に、患者
の姿勢が決定される。それに応じて、前記装置は、被験者が特定の値、例えば４５°もた
れかかるべきこと、若しくは背中が椅子の背もたれにより支えられる状態で気楽に座るべ
きことを話して、使用の指示を提供してもよい。例えば快適な椅子に座っているとき、ユ
ーザはリラックスすることができ、被験者が大きく動かない場合、ＥＭＧパッチが傍胸骨
の呼吸筋の電気活動を単に決定／測定することが可能である。
【００２６】
　本質的に、呼吸努力の信頼できる繰り返される決定を得るために、繰り返される、例え
ば毎日の測定中に同じ位置を取る必要がある。同じことは、受信されるＥＭＧ信号から計
算される、信頼される繰り返されるＮＲＤの測定に対しても言えて、このＥＭＧ信号から
悪化が予測される。被験者の体形が毎日変わらず、センサパッチの取付けも毎日同じであ
るため、例えば加速度計を使用して姿勢信号を介して、当日の姿勢が以前の日の姿勢に類
似しているか、又は同じであるかを測定することが可能である。同じではない場合、これ
は例えばグラフィカルユーザインタフェース（ＧＵＩ）を使用して、以前の日と（十分に
）類似している姿勢を取るために、姿勢が適応される必要があることをユーザに伝達され
てもよい。このように、同じ姿勢に従って、繰り返されるＮＲＤの測定が行われることが
確かめられてもよい。
【００２７】
　被験者の姿勢信号は、地面に対し垂直な軸に対する被験者の位置を決定することを有す
る。それに応じて、上半身のもたれかかりが決定され、これが指示される位置及び角度と
比較される、例えば（例えばベッドの頭部が４５°のような角度に持ち上げられる）半横
臥又は被験者の背中が椅子の背で快適に乗っている状態で座っている。好ましい角度は、
約４０°から約６０°の範囲、例えば４０°から５０°、４１°から４９°、４２°から
４８°、４３°から４７°及び４４°から４６°の範囲内にある。４５°の角度が好まし
い。好ましくは、被験者の姿勢信号は、例えば毎日のように繰り返して決定され、ここで
同一又は類似の姿勢が保証される。本明細書に用いられる類似の姿勢は、類似の角度に向
けられ、±１０％以下の値、好ましくは±８％以下、±５％以下、±４％以下、±３％以
下、±２％以下、及び好ましくは±１％以下の値を持つ角度を言及している。被験者の姿
勢は、環境、例えば地面に対してだけでなく、２つ以上のセンサを被験者に取り付けるこ
とにより被検者自身に対しても決定されることが明らかである。
【００２８】
　これらのセンサは、加速度計、ジャイロスコープ及び慣性計測装置（ＩＭＵ）からなる
集合から選択されるが、これらに限定されない。前記センサは、例えば被験者の垂直の傾
き及び故に被験者の胴体の位置が得られるように、被験者に取り付けられる。例えば、２
つの加速度計が用いられてもよく、１つが被験者の胴体に取り付けられ、もう１つは被験
者の頭部に取り付けられる。好ましくは、前記センサの１つは、ＥＭＧパッチ内に用いら
れる、より好ましくは、前記センサの１つは本発明によるＥＭＧパッチ内に用いられる。
このようなセンサの使用は、例えば被験者の胴体及び/又は頭部のねじれを考慮すること
により、被験者の正しい姿勢／位置をさらに向上させるのを支援する。
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【００２９】
　次のステップにおいて、３軸加速度計を使用して呼吸が決定される。被験者は一定のも
たれかかった位置にいることが分かっているので、吸気中、加速度計は上に移動し、（固
定軸の周りを）一定の方向に傾斜することが分かっている。従って、３軸加速度計の上へ
の傾きを患者の吸気相と直接関連付け、（加速度計信号の本質的に類似又は同一パターン
の検出に基づいている）吸気の開始及び終了を確実に検出することが可能である。このよ
うに、呼気のＥＭＧ測定から吸気のＥＭＧ測定を分離することが可能であり、例えばＥＭ
ＧＡＲパラメタが計算される。加えて、（ＥＭＧセンサを用いて測定される）吸気肉の活
動に対し（加速度計の傾きを用いて測定される）呼吸信号を決定することが可能である。
この相は、被験者の悪化／改善を予測するのにも適切である。患者の呼吸の深さに対する
ＮＲＤ値を計算し、正規化することも可能である。
【００３０】
　さらに、患者の活動を検出することも可能である。３軸加速度計のデータの２つの基準
(norm)を計算することにより、患者の大きな活動／運動を検出することが可能である。大
きな活動／運動の場合、ＮＲＤ値の測定を省略することが可能である。その上、被験者の
小さな活動／運動を検出するために、加速度計からの呼吸測定値を使用することも可能で
ある。例えば（横軸である）適切な軸の周りの加速度計の傾きの相（吸気対呼気）が（吸
気活動を主に示す）ＥＭＧ測定値と十分に相関しているとき、ＥＭＧデータは、吸気に関
連する信号を予め例えば９０％或いは１００％含むことが可能であり、例えば他の（呼吸
に関係ない）筋肉からの妨害は本質的に存在しない。
【００３１】
　本明細書に用いられる"呼吸努力"という表現は、呼吸筋の負荷と能力との間のバランス
に関する。従って、"呼吸努力"は"呼吸筋の活動"に対応している。故に、提案される方法
及び装置は、呼吸努力を決定及び/又は監視することを可能にするだけでなく、呼吸筋の
活動を決定及び/又は監視することも可能にする。"呼吸努力"は、神経性呼吸ドライブに
も関する。
【００３２】
　本明細書に用いられる"神経性呼吸ドライブ"及び"神経性呼吸ドライブ指数"は、鼻吸気
操作中のピークのＥＭＧ活動に対し正規化されたピークＥＭＧ活動の積として決定される
測定値に言及し、ＮＲＤＩの場合、呼吸数が乗算される。
【００３３】
　"呼吸努力"、"神経性呼吸ドライブ"及び"神経性呼吸ドライブ指数"は、米国特許公開番
号US 2013/0310699 A1に従ってＥＭＧ値から決定されることができ、この米国特許公開番
号の内容は参照することによりその全てを含む。
【００３４】
　本明細書に用いられる"姿勢信号"は、被験者の位置を表すのに用いられる。上述したよ
うに、被験者の位置は、環境に関連して又は被験者の姿勢に対して述べられてもよい。好
ましくは、被験者の位置は、地面に対し垂直な軸に対して述べられる。従って、姿勢信号
は、地面に対する上半身の角度を含んでもよい。
【００３５】
　"呼吸信号"という表現は、呼気と吸気とを含む被験者の完全な呼吸周期内の如何なる段
階も言及している。"呼吸信号"は深さ情報、すなわち振幅情報及び/又は呼吸数情報を含
んでもよい。有利には、呼吸周期の段階のある特定の点が決定され、繰り返しの測定に用
いられてもよい。そのような特定の点は例えば、胸部が最下位置と最上位置との間の距離
の半分にあるとき、吸気の中間部であると言及している。これは、被験者の呼吸努力のさ
らに一層の正確な決定及び/又は監視を可能にする。
【００３６】
　"筋電図信号"という言葉は、細胞内及び細胞間の神経活動により生じる電気活動に関す
る。一般に、前記用語は、筋肉の脱分極により発生する電位を言及している。
【００３７】
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　本発明のある実施例によれば、提案される装置及び方法はさらに、被験者の姿勢信号及
び呼吸信号を測定するための加速度計センサを有する。用いられる加速度計センサは好ま
しくは、従来知られる３軸加速度計である。この加速度計は好ましくは、複数の加速度の
軸を有し、センサはさらに、対応する複数の加速度信号を供給するのに適応する。これは
、複数の加速度の方向が測定されるので、正確な加速度信号を決定する可能性がある。前
記センサは例えば、別々の空間軸に沿った加速度を示す運動信号を生成するのに適応する
多軸加速度計を有してもよい。この多軸加速度計は好ましくは、被験者の傾き及び方位の
変化を測定することを可能にする、３つの直交空間軸に沿った加速度を示す３つの加速度
計信号を有する運動信号を生成するのに適応する３軸加速度計である。例えばBosch BMA 
355, ST Microelectronics LIS3DH, LIS2HH12, ST Microelectronics LIS344ALH又はKion
ix LXM 52と名付けられた３軸加速度計が使用されることができる。しかしながら、別々
の空間軸に沿った加速度を示す加速度計信号を生成するのに他の種類の多軸加速度計も使
用されることができる。加速度計センサの数は特に制限はなく、例えば２、３、４，５個
の異なる加速度計センサを有してもよい。しかしながら、１つのセンサの使用が好ましい
。
【００３８】
　本発明のもう１つの実施例によれば、提案される装置はさらに、被験者の姿勢信号及び
呼吸信号を測定するための加速度計センサ、並びに被験者の筋電図信号を測定するための
筋電図パッチを有する。加速度計センサは好ましくは、この筋電図パッチ内にある。
【００３９】
　筋電図（ＥＭＧ）パッチは、従来よく知られていて、例えばゴム材料又はシリコーン材
料を含む電気絶縁材料、例えばプラスチック内に一部が埋め込まれる被験者の皮膚と接触
する電極材料を有する。ＥＭＧパッチは、例えば皮膚及びパッチ上の液体の存在、接着剤
の使用、若しくはパッチと皮膚との間に作られる真空による粘着を含む、接着剤により皮
膚の表面に取り付けられてもよい。ＥＭＧパッチをユーザの皮膚に取り付ける他の可能性
もあることは分かっている。加速度計センサは好ましくは、筋電図パッチ内、すなわち皮
膚との接触面の反対側にあるゴム材料内にある。加速度計センサは、ＥＭＧパッチの電極
と直接電気接触した状態で置かれないことは分かっている。寧ろ、例えばゴムからなる絶
縁層が電極と加速度計との間に形成されてもよい。加速度計は好ましくは、加速度計及び
パッチを防水にするために、ゴム材料により包囲される。このように、発汗による障害は
避けられる。加えて、パッチは、次に使うために簡単に洗浄される及び/又は消毒される
。パッチは、被験者の姿勢信号、呼吸信号及び筋電図信号の転送を可能にする前記提案さ
れる装置に如何なる適切な方法で接続されてもよい。これは絶縁線により行われてもよい
。
【００４０】
　本発明のもう１つの実施例によれば、筋電図パッチは防水である。これは、パッチの周
りにプラスチック材料、例えばシリコーン又はシリコーンゴムの面を設けることにより得
られる。被験者の皮膚と、ＥＭＧパッチ内の電極との間に接触領域が必要であることは明
らかである。ＥＭＧパッチが加速度計センサも有する場合、前記センサも好ましくは同様
に、プラスチック材料、例えばシリコーン又はシリコーンゴムにより包囲される。
【００４１】
　呼吸努力のために提案される装置及び方法はさらに、好ましくは第２肋間において、患
者の胸骨に対して対称的に置かれる上記ＥＭＧパッチを２つの使用することも特徴として
いる。２つの別々の異なる電極パッチが使用される場合、１つの加速度計センサが被験者
の姿勢信号及び呼吸信号を決定するのに十分であることは明らかである。しかしながら、
平均の加速度計信号及び故に被験者のより正確な姿勢信号及び呼吸信号を夫々供給するた
めに、両方のパッチが加速度計センサを夫々備えてもよい。しかしながら、好ましくは２
つの第２肋間の上において、患者の胸部に対して対称的に電極を置くのに適した距離で２
つの電極を有する、単一の筋電図パッチを使用することが好ましい。そのような単一のパ
ッチは、２つの電極に加え、好ましくは筋電図パッチの中央、すなわち２つの電極間の距
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離の半分に取り付けられる単一の加速度計センサを有してもよい。このようなパッチは、
上述したように、パッチを防水にするプラスチック材料、例えばシリコーン又はシリコー
ンゴムにより包囲され、２つの電極が被験者の皮膚とだけ接触することを可能にする。
【００４２】
　本発明のもう１つの実施例によれば、複数の筋電図パッチが使用される。上述したよう
に、２、３、４、５、６及びそれ以上のパッチが使用されてもよい。パッチの好ましい配
置位置、すなわち第２肋間において、患者の胸骨に対し対称的に置くことに加え又はその
代わりに、他の場所が用いられてもよい。これらの場所も、必要な信号、すなわち傍胸骨
筋の活動の電気活動を供給することも分かっている。複数の筋電図パッチの全てが加速度
計センサを担持する必要はないこともさらに明らかである。好ましくは用いられるパッチ
の２つが夫々加速度計センサを担持してよい。より好ましくは、複数の筋電図パッチの中
から１つのパッチが加速度計センサを担持してよい。決定した筋電図信号を修正するため
の追加の電極が使用されてもよい。
【００４３】
　本発明のもう１つの実施例によれば、受信ユニットはさらに、被験者の運動信号を受信
するために配され、この受信ユニットはさらに、前記運動信号に基づいて筋電図信号を決
定するように構成される。
【００４４】
　本明細書に用いられる"運動信号"という言葉は、呼吸とは異なる被験者の如何なる運動
又は活動を言及している。従って、運動は、例えば身体、腕部等の運動を含む被験者の他
の如何なる運動にも言及している。筋電図信号は好ましくは、他の如何なる避けられる運
動を無くして、すなわち静止する被験者又は基本的に静止する被験者で決められる。その
ような運動は、傍胸骨筋からのＥＭＧ信号の上に呼吸ではない筋肉活動を生じさせ、その
活動は決定される必要がある。その代わりに又はそれに加えて、そのような異なる筋肉活
動は取り消され、これは例えば、そのような運動信号を少なくとも部分的に生成する全て
の電気的寄与を取り除くことにより行われる。
【００４５】
　本発明のさらにもう１つの実施例によれば、提案される装置及び方法の受信ユニットは
さらに、心拍信号を受信するために配され、この受信ユニットはさらに、この心拍信号に
基づいて前記決定した筋電図信号を修正し、この修正された前記決定した筋電図信号に基
づいて呼吸努力を得るように構成される。
【００４６】
　心拍信号は、加速度計を使用することにより決定される。好ましくは、電極パッチの加
速度計が使用される。その代わりに、心拍信号は、例えば筋電図検査法を含む他の如何な
る既知の方法を使用することにより決定してもよい。上述したように、電極の好ましい位
置決めは、第２肋間において、患者の胸骨に対して対称的に２つの電極を位置決めること
である。従って、前記電極は基本的に被験者の心臓の上に置かれる。これに関して、心臓
の活動が傍胸骨筋活動の活動を改ざんする。本質的に２つの方法で修正が行われる。第１
の方法は、時間間隔を決定することであり、ここでは本質的に心臓の活動は監視されない
。そのような時間中、所望される前記決定した筋電図信号も本質的にアーチファクトが無
い。その代わりに、ＥＭＧ信号及び心拍信号は、（例えば高速フーリエ変換を用いて）周
波数領域に、又は（例えば窓フーリエ変換、ヴィグナー・ビレ若しくはウェーブレット変
換を用いて）時間－周波数領域に変換されてもよい。心拍信号を検出し、その信号の影響
をＥＭＧ信号に含めるためのピーク検出器が用いられてもよい。心拍信号及びＥＭＧ信号
を時間経過と共に追跡するための時間的手法が用いられてもよい。これは例えばカルマン
(Kalman)フィルタを含むことができる。これらの転送される信号は次いで、前記決定した
ＥＭＧ信号から心拍信号を取り除くためにさらに使用されてもよい。
【００４７】
　提案される装置はさらに、表示ユニットを有する。この表示ユニットは、如何なる光学
的、触覚的及び/又は音響的な表示手段を有してもよい。例えばスマートフォン又はタブ
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レット型コンピュータのようなハンドヘルド装置のディスプレイのようなディスプレイの
使用が好ましい。例えば、呼吸努力が１から１０の範囲の数により示されてもよく、ここ
で１は、例えば基本的に閉塞していない又は極めて低い呼吸努力を示し、１０は極めて高
い呼吸努力を示す。同じことが、例えばスマイリーのような記号及び/又は例えば"低い、
中間、高い"のような言葉若しくは短い文章により記述を用いて得られてもよい。さらに
もう１つの可能性は、例えばＥＭＧ％maxのような最大の呼吸努力のパーセンテージを表
示する又は任意の単位を使用することである。
【００４８】
　前記表示ユニットは、姿勢信号、呼吸信号、筋電図信号、運動信号及び心拍信号のため
インジケータを設けてもよいが、これらに限定されない。表示ユニットはさらに、被験者
の姿勢が正しくない場合、警告を与えるように適応してもよい。加えて、加速度計は、診
察用椅子(cauch)又はベッドの上部と結合され、患者の正しい位置決めに関する情報を診
察用椅子又はベッドを所望する位置に動かすのに適した電気エンジンに供給してもよい。
それに加えて又はその代わりに、呼吸努力が既定の範囲内にない場合に警告が供給されて
もよい。
【００４９】
　本発明のもう１つの実施例によれば、前記装置は表示ユニットを有し、この表示ユニッ
トは、地面に対し垂直な軸に対しする被験者の位置を示すことにより、被験者の姿勢信号
を示すように構成される。上述したように、これは地面と上半身との間の角度を示すこと
により行われてもよい。
【００５０】
　本発明のもう１つの態様によれば、被験者の呼吸努力を決定及び/又は監視するための
筋電図パッチが提供される。このパッチは、前記パッチに結合され、被験者の皮膚に接触
するのに適応する第１の接触電極及び第２の接触電極、並びに少なくとも１つの加速度計
を有し、第１の接触電極と第２の接触電極との間の距離は、被験者の右傍胸骨の位置と被
験者の左傍胸骨の位置との間の距離に対応している。
【００５１】
　筋電図パッチは、単一のパッチであり、すなわち２つの電極が同じパッチに配されてい
る。前記２つの接触電極は離間され、好ましくはパッチを形成する材料である絶縁材料内
に埋め込まれる。前記パッチは、上述したように作られる。同じことが加速度計及び/又
は前記パッチを特徴付ける他のパラメタに対しても言える。単一のパッチの使用は、その
パッチの正しい位置決めが容易になるという追加の利点を提供する。最初に、２つの代わ
りに単一のパッチを配することだけが必要である。加えて、心臓からの電気（ＥＣＧ）信
号がこの単一のパッチの正しい位置決めに対するインジケータとして使用される。第１の
接触電極及び第２の接触電極は好ましくは前記パッチに取り付けられる。
【００５２】
　被検者の右傍胸骨と被験者の左傍胸骨との間にある第２の距離は、例えば前記提案され
る装置又は前記提案される方法を使用して呼吸努力を評価するのに最適な、前記２つの接
触電極間の距離である。好ましくは、前記距離は、被験者の胸骨右縁及び胸骨左縁に対し
１ｃｍ外側に置かれる電極の距離である。これら２つの電極間の距離は、個々の被験者間
において異なること、例えば、完全に成長した人は大きくなり、未成年若しくは幼児はよ
り小さくなることが分かっている。この距離は、２ｃｍから８ｃｍの範囲にあり、好まし
くは４ｃｍから６ｃｍの範囲にある。
【００５３】
　本発明のもう１つの実施例によれば、前記提案される方法はさらに、被験者の運動信号
を受信するステップを有し、筋電図信号を決定するステップはさらに、この運動信号に基
づいている。
【００５４】
　本発明のさらにもう１つの実施例によれば、前記方法はさらに、心拍信号を受信するス
テップ、並びに前記心拍信号に基づいて前記決定した筋電図信号を修正し、前記修正され
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た前記決定した筋電図信号に基づいて呼吸努力を得るステップを有する。
【００５５】
　本発明の実施例によれば、筋電図信号は、呼吸信号が被験者の吸気を示し、姿勢信号が
地面に対し垂直な軸に対する被験者の特定の位置を示す場合に決定される。上述したよう
に、そのような特定の位置は、偏差の有無に関わらずある角度、例えば４５°を含む。
【００５６】
　本発明のもう１つの実施例によれば、前記方法は、呼吸器疾患の監視／評価に用いられ
る。その代わりに、前記方法は、ＣＯＰＤ及び/又は喘息の監視／評価に用いられる。さ
らにその代わりに、前記方法は、例えばＣＯＰＤ及び喘息を含む呼吸器疾患の診断に用い
られてもよい。
【００５７】
　ＣＯＰＤは、前記提案される方法又は装置を利用してＥＭＧ信号から決定される特定の
呼吸努力及び/又は神経性呼吸ドライブにより特徴付けられる。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】呼吸努力を決定するために、正しい姿勢を持つ被験者の概略図を示す。
【図２】本発明による装置及び方法に使用するための提案されるＥＭＧパッチの実施例を
通る断面図を示す。
【図３】被験者の呼吸努力を監視するための、本発明による装置の実施例を概略的に示す
。
【図４】人間の身体の肋間の概略図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００５９】
　本発明のこれら及び他の態様は、以下に説明される実施例から明らかであり、これら実
施例を参照して説明される。
【００６０】
　図１は、傍胸骨筋の活動を測定するために、ＥＭＧパッチ４２を胸部上、好ましくは第
２肋間において胸骨に対して対称的に持つ被験者５０又は患者を概略的に示す。被験者５
０の上半身は、呼吸努力を決定するために正しい位置に置かれ、この例示的な実施例によ
れば、地面に対し垂直な軸に対する角度５４は４５°である。
【００６１】
　図２は、提案される方法を行うため及び/又は提案される装置１０と共に用いられるＥ
ＭＧパッチを通る断面図である。ＥＭＧパッチ４２は、人間の皮膚への接触面を持ち、Ｅ
ＭＧパッチ４２の電気接点領域４４は、被験者５０の皮膚との電気接点を提供する。パッ
チ４２はさらに、このパッチ４２の中央に位置決められ、電気接点領域４４の上にあり、
この領域から離間している加速度計センサ４０を持つ。電気接点領域４４の一方の側は、
ユーザ５０の皮膚に示されているのに対し、電気接点領域４４の他方の側及び加速度計セ
ンサ４０は、シリコーンゴム材料内に防水で埋め込まれている。
【００６２】
　図３は、本発明に従う呼吸努力を決定するための装置１０の実施例を概略的に示す。装
置１０は、被験者の姿勢信号３０、呼吸信号３２及び筋電図信号３４、３４ａを受信する
受信ユニット２０を有する。信号３０、３２及び３４は、図２に示されるパッチ４２から
受信される。特に、姿勢信号３０及び呼吸信号３２は、加速度計４０から受信され、筋電
図信号３４は、電気接点領域４４から受信される。任意で、被験者の起こり得る運動信号
３６及び心拍信号３８も受信される。前記受信ユニット２０は、これら信号を処理ユニッ
ト２２に送信し、この処理ユニット２２は、前記姿勢信号及び前記呼吸信号に基づいて筋
電図信号３４、３４ａを決定するように構成される。任意で、この筋電図信号３４ａは、
被験者５０が動いてなく、静止したままでいることを意味する運動信号３６に基づいても
決定される。心拍信号３８は、この決定した筋電図信号３４ａを主性するために用いられ
てもよい。この目的のために、心拍信号の影響が筋電図信号から取り除かれる。次のステ
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この信号は、誤った姿勢、被験者の呼吸周期の誤った時間、呼吸に関係ない如何なる運動
及び任意で心臓の鼓動によるアーチファクトから生じる妨害信号が本質的に無い。前記決
定した筋電図信号は、呼吸努力の直接の測定値として得られる、すなわちこの信号は、比
例値を示す。前記決定した筋電図信号はさらに、正規化した神経性呼吸ドライブを計算す
るのに使用されてもよい。
【００６３】
　図４は、被験者５０の肋間の概略図を示す。左側は、吸気に必要とされる外肋間筋６２
を示す。右側は、呼気に必要とされる内肋間筋６６を示す。従って、外肋間筋６２は図４
の左側にのみ示され、内肋間筋６６は図４の右側にのみ示される。この概略図からさらに
、斜角筋６０及び横隔膜６８の位置が得られる。ＥＭＧパッチに好ましい配置位置は、参
照番号６４により示され、６４ａ及び６４ｂは、第２肋間において、好ましくは患者５０
の胸骨に対して対称的に置かれるパッチ４２の接点領域４４のための２つの位置を示す。
内肋間筋６６しか示していないので、右側部分６４ｂは適切に示されていない。パッチ４
２の寸法は本質的に配置位置６４の境界に対応し、２つの点６４ａ及び６４ｂは、接点電
極４４の位置を示す単一のパッチ４２が使用されてもよい。６４ａと６４ｂとの間の距離
は、２つの接点電極４４を備える単一のパッチ４２、又は夫々が１つの接点電極を備える
２つのパッチ４２を置くのに好ましい距離であり、特に被験者５０の右傍胸骨の位置及び
左傍胸骨の位置である。
【００６４】
　結論として、本明細書に示される装置及び方法は、被験者の呼吸努力を容易に監視する
。利点として、被験者の姿勢信号及び呼吸信号を考慮することは、より正確であり、信頼
できるＥＭＧ信号の決定を可能にする。加えて、ばらつき、つまりＥＭＧが同一人物であ
るが、異なる時間に得られる一連のＥＭＧ解析における重要な交絡因子は故に減る。
【００６５】
　本発明は、図面及び上記説明において詳細に例示及び説明される一方、そのような例示
及び説明は、例示的又は説明的であり、制限的ではないと考えるべきである、つまり本発
明は開示される実施例に限定されない。開示される実施例に対する他の変形例は、図面、
本明細書及び付随する特許請求の範囲を学ぶことにより、請求される本発明を実施する当
業者により理解及び成し遂げられることができる。
【００６６】
　請求項において、"有する"という言葉は、他の要素又はステップを排除せず、複数ある
ことを述べていなくてもそれらが複数あることを排除しない。単一の要素又は他のユニッ
トは、請求項に列挙される幾つかのアイテムの機能を果たしてもよい。ある方法が互いに
異なる従属請求項に挙げられるという単なる事実は、これらの方法の組み合わせが有利に
用いられることができないことを示してはいない。
【００６７】
　コンピュータプログラムは、適切な媒体、例えば他のハードウェアと一緒に若しくはそ
の一部として供給される光学記憶媒体又はソリッドステート媒体に記憶／分配されてもよ
いが、他の形式、例えばインターネット又は他の有線若しくはワイヤレスの電話通信シス
テムを介して分配されてもよい。
【００６８】
　請求項における如何なる参照符号も、請求項の範囲を限定すると考えるべきではない。
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